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前
回
に
引
き
続
き
、
明
治
の
「
言
上
帳
」
を
読
ん
で
い
き
ま
す
。 

【
史
料
二
】
明
治
の
目
安
箱
（
明
治
二
年
十
二
月
二
日
） 

 

出
典
：
『
明
治
二
年
十
二
月 

言
上
帳
』
（
請
求
番
号634C

6

―1

） 

  

【
史
料
の
解
読
】 

同
日 

一 

通
壱
町
目
町
年
寄
源
兵
衛
申
上
候
町
内 

 
 

御
預
日
本
橋
目
安
箱
江
左
之
通
認
候
書
付 

 
 

張
有
之
候
を
今
昼
九
時
過
見
出
申
候
則
持
参 

 
 

為
御
訴
申
上
候
由
右
之
源
兵
衛
差
添
藤
兵
衛 

 
 

申
来
候 

 
 
 

天
下
之
大
事
件
難
捨
置
早
々
此
箱 

 
 
 

之
中
御
覧
在
之
度
候
也 

 
 

右
書
付
取
上
已
来
怪
敷
も
の
見
懸
候
ハ
ヽ 

 
 

捕
押
可
訴
出
旨
申
付
之 

  

古
文
書
解
読
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
座 

第
四
回 

明
治
の
『
言
上
帳
』
を
読
も
う 

そ
の
２ 

平
成
二
十
年
六
月 

 

東
京
都
公
文
書
館 
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【
読
み
下
し
文
】 

 

同
日 

一
通
壱
町
目
町
年
寄
源
兵
衛
申
し
上
げ
候
。
町
内 

 

御
預
か
り
日
本
橋
目
安
箱
へ
左
の
通
り
認
め
候
書
き
付
け 

 

張
り
こ
れ
あ
り
候
を
、
今
昼
九
つ
時
過
ぎ
見
出
し
申
し
候
。
す
な
わ
ち
持
参 

 

お
訴
え
の
為
申
し
上
げ
候
由
、
右
の
源
兵
衛
差
し
添
え
藤
兵
衛 

 

申
し
来
た
り
候 

 
 

天
下
の
大
事
件
捨
て
置
き
が
た
く
、
早
々
此
の
箱 

 
 

の
中
御
覧
こ
れ
あ
り
た
く
候
な
り 

 

右
書
き
付
け
取
り
上
げ
已
来
怪
し
き
も
の
見
懸
け
候
は
ば 

 

捕
り
押
え
訴
え
出
ず
べ
き
旨
こ
れ
を
申
し
付
く 
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【
解
釈
】 

◆
日
本
橋
の
目
安
箱
に
不
審
な
張
り
紙
発
見
（
明
治
二
年
十
二
月
二
日
の
訴
え
） 

今
日(
明
治
二
年
十
二
月
二
日
）
の
昼
九
ツ
時
（
十
二
時
）
頃
、
日
本
橋
通

壱
町
目
（
現
在
の
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
）
の
町
内
で
預
か
っ
て
い
る
目
安

箱
に
以
下
の
よ
う
な
張
り
紙
が
あ
る
の
を
発
見
し
た
と
同
町
年
寄
源
兵
衛
さ

ん
と
付
添
と
し
て
藤
兵
衛
さ
ん
が
届
け
出
ま
し
た
。 

張
り
紙
に
は
「
天
下
の
大
事
件
捨
て
置
き
難
く
、
早
々
に
こ
の
箱
の
中
を
、

御
覧
い
た
だ
き
た
い
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

届
出
を
受
け
て
、
東
京
府
訴
訟
掛
で
は
怪
し
い
者
を
見
か
け
た
ら
取
り
押

え
よ
と
指
示
し
て
い
ま
す
。 

明
治
に
な
っ
て
も
目
安
箱
が
あ
る
こ
と
に
驚
き
ま
す
。 

目
安
箱
と
言
え
ば
、
江
戸
時
代
の
三
大
改
革
の
ひ
と
つ
、
享
保
の
改
革
で

第
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
評
定
所
門
前
に
設
置
し
た
も
の
が
知
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
実
は
明
治
政
府
も
目
安
箱
を
設
置
し
て
い
た
の
で
す
。 

日
本
橋
の
目
安
箱
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
同
四
年
（
一
八
七

一
）
八
月
ま
で
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
箱
や
そ
の
中

に
入
れ
ら
れ
た
訴
状
の
管
理
は
政
府
の
太
政
官
が
行
っ
て
い
ま
し
た
。
箱
が

置
か
れ
た
地
元
で
あ
る
通
一
丁
目
は
箱
の
「
見
守
り
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
た
だ
箱
に
異
常
が
な
い
か
を
見
守
っ
て
い
る
だ
け
で
、
箱
の
中
を

見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

こ
の
時
期
東
京
に
は
、
日
本
橋
の
ほ
か
に
も
東
京
府
庁
の
表
門
、
浅
草
見

附
、
板
橋
宿
、
公
議
所
、
民
部
省
、
弾
正
台
に
目
安
箱
が
置
か
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
近
代
的
な
政
治
・
司
法
制
度
の
整
備
と
と
も
に
明
治
六
年
（
一

八
七
三
）
に
は
全
て
廃
止
さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

＊ 

詳
細
は
都
史
紀
要
４
０
「
続
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
杜
」
第
十
二
章 

明
治

の
目
安
箱 

を
参
照 

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
張
り
紙
に
あ
る
「
天
下
の
大
事
件
」
と
は
何
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？
見
方
に
よ
っ
て
は
前
年
に
徳
川
幕
府
が
倒
れ
た
の
も
天
下

の
大
事
件
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
想
像
す
る
と
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

当
時
の
時
代
背
景
を
う
か
が
え
る
興
味
深
い
事
例
で
す
。 

 

 東京府庁表門に設置された目安箱 
（尾佐竹猛「維新前後に於ける立憲思想」所収） 


